
第13号様式（第16条関係）（１面）（用紙 日本産業規格Ａ４縦長型） 

指定事業所に係る変更届出書                

年  月  日 

（あて先） 横須賀市長 

郵便番号  

住  所 

氏  名 (法人にあっては、名称及び代表者の氏名) 

代理人の職・氏名                       

神奈川県生活環境の保全等に関する条例第10条第１項の規定により次のとおり届け出ます。 

指
定
事
業
所
の
名
称
等 

許 可 番 号 第    号 
根
拠
等 

□ 条例第３条第１項（  年  月  日） 

□ 条例第15条第１項（  年  月  日） 

□ 条例第17条第７項（  年  月  日） 

□ 条例附則第３項 

□ 条例附則第５項 （  年  月  日） 

名 称  

所 在 地  

変 
 

 

更 
 

 

事 
 

 

項 

□ 許可申請者 

□ 氏名（法人にあっては、名称及び代表者の氏名）  □ 住所 

□ 指定事業所 

□ 名称  □ 所在地  □ 業種  □ 位置 

□ 指定作業を行う建物等 
 □ 配置（ □ 設置 □ 移設 □ 除却 ）  □ 構造  □ 敷地の境界線 

□ 指定作業の工程 

□ 指定施設 

□ 種類及び種類ごとの数（ □ 設置 □ 廃止 ） 

□ 規模及び能力  □ 構造  □ 用途  □ 配置  □ 使用時間 

□ 原材料 

□ 種類  □ 使用量 

□ 燃料 

□ 種類  □ 使用量 

□ 用水 

□ 種類  □ 使用量 

□ 用水及び排水の系統 （ □ 用水 □ 排水 ） 

□ 排水の排出先 （ □ 公共下水道 □ 公共用水域 ） 
□ 予測値 

□ 排煙  □ 排水指定物質  □ 生物化学的酸素要求量 

□ 化学的酸素要求量  □ 浮遊物質量  □ 騒音  □ 振動 

□ 再生する資源又は処理する廃棄物（別表第１の51の項に掲げる作業に限る。） 

  □ 種類  □ 量 

□ 炭化水素系物質の保管（別表第１の68の項に掲げる作業に限る。） 

  □ 種類  □ 量 

□ 不飽和ポリエステル樹脂の塗布の作業の方法 

□ 公害の防止の方法に関する計画 
公害の防止のための装置 □ 設置 □ 除却 □ 構造 □ 使用方法 

            □ 使用の廃止又は休止 



（２面） 

変

更

の

概

要 

 

変

更

理

由 

 

変 更 年 月 日     年  月  日 

指 定 施 設 の 設 置 状 況  

指定作業の種類（作業番号） 指定施設の種類 
設 置 台 数 

変更前 変更後 

（    ）    

（    ）    

（    ）    

（    ）    

（    ）    

（    ）    

（    ）    

廃 止 又 は 除 却 し た 指 定 施 設 の 状 況 

指定作業の種類（作業番号） 指定施設の種類 

（    ）  

（    ）  

（    ）  



（３面） 

条例第75条第1項

（地下水採取）の 

許可の有無 

□ 有 □ 無 

添  付  書  類 

□ 指定事業所に係る変更概要書 

□ 公害防止方法変更概要書 

□ 登記事項証明書 

□ 住民票の写し 

□ 組織及び運営に関する事項を記載した書類 

□ その他（                         ） 

連  絡  先 

担当部課等名 

担当者氏名 

電 話 番 号        （内線） 

備考 １ □のある欄には、該当する□内にレ印を記入してください。 

   ２ 指定施設の設置状況の欄には、届出に係る全ての指定施設について記入してください。 

   ３ 指定作業の種類の欄には、条例別表の１から68までの作業についてはその作業名を、同表

の69の作業については別表第１の69の項の作業の内容の欄に掲げる作業の作業名を記入し、

（      ）内には、条例別表の作業の番号を記入してください。 

   ４ 添付書類の欄には、添付した書類については□内にレ 印を記入し、その他の書類を添付した場合

にはその添付した書類の名称を（      ）内に記入してください。 

   ５ 氏名（法人にあっては、その代表者の氏名）のみの変更の届出の場合で、登記事項証明書、住民票

の写し又は組織及び運営に関する事項を記載した書類以外を添付するときは、添付書類の欄のその他

の□内にレ印を記入し、その添付した書類の名称を（ ）内に記入してください。 

   ６ 代理人が届け出る場合には、当該代理人が当該届出についての権限を有することを証する書類を 

提出してください。なお、一定の場合には当該書類の提出を省略することができますので、係員に 

お尋ねください。 

 


